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北海道本部からは、泊原発「再稼働」に反対する取り組み、そのほか幌延の「深地層研究

計画」についてと「高レベル放射性廃棄物の誘致問題」についても少しだけ報告させていた

だきます。 

 

① 泊原発「再稼働」に反対する取り組み 

 2011 年３月 11 日の東京電力福島第一原発事故から 11 年が経過しましたが、11 年過ぎ

た現在も終息に至っていないという点からも、原発の恐ろしさをあらためて認識させられ

ることとなりました。 

 北海道電力泊原発は安全性を欠くとして、2011 年 11 月、北海道内外の約 1,200 人が原告

となって提訴した集団訴訟の判決が、5 月 31 日札幌地裁でありました。谷口哲也裁判長は、

北電に対し、泊原発は津波に対する安全性の基準を満たさず、放射能漏れ事故で住民の人格

が侵害される具体的な危険性があると認め、北電側に 1～3 号機の運転差し止めを命じまし

た。 

 原告弁護団によると、2011 年福島第 1 原発事故以降、原発の運転差し止めなどを認めた

判決は全国 4 件目で、津波対策の不備を理由に認めたのは初めてです。 

 裁判長は判決理由について、基準地震動に見舞われた際、泊原発に達する基準津波は、北

電の主張などを踏まえ少なくとも 12.6 メートルと認定し、泊原発にはこの高さの津波を防

げる防潮堤などが事実上ないため原子力規制委員会の基準を満たしておらず、避難計画策

定が義務付けられた原発から半径 30 キロ圏内の原告 44 人について、生命や身体などの人

格権が侵害されるおそれがあると結論付けました。 

 北電側は、14 年に完成した海抜 16.5 メートルの防潮堤があり、原告側が指摘する地盤の

液状化が起きる可能性も低いなどと主張しましたが、谷口裁判長は「相当な資料による裏付

けがない」と退けました。 

 谷口裁判長は泊原発で保管されている使用済み核燃料について「北電は安全性の根拠を

何ら示していない」と指摘したものの、原告側が核燃料の移動を求めた点は「撤去先が特定

されておらず、撤去では人格権侵害のおそれをただちに取り除けない」とし、請求を棄却し

ました。廃炉については「廃炉まで必要である具体的な事情は見出しがたい」と退けました。

活断層の有無や火山の影響などその他の争点については判断しませんでした。 

 北電は、札幌地裁の判決を不服とし、札幌高裁に控訴しました。原告側も一部の請求が認

められなかったので、控訴しています。 

 また、毎年行われている「さようなら原発 1000 万人アクション北海道実行委員会」が主

催する「STOP 再稼働！さようなら原発北海道集会」は 10 月 10 日に開催予定でしたが、



大雨や強風などの悪天候が予想されたため中止となりました。 

 引き続き、泊原発の「再稼働」にかかわる動きを注視し、反対する取り組みに連携してい

きたいと思います。 

  

② 幌延「深地層研究計画」について 

 幌延町が核廃棄物施設を誘致してから 35 年が経過しました。幌延深地層研究センターを

めぐっては、道は「放射性廃棄物の持ち込みは受け入れ難い」との条例を制定し、道および

幌延町、原子力機構は「研究のみ」として「放射性廃棄物や放射性物質を持ち込まないし使

用しない」「研究終了後は埋め戻し、最終処分場にしない」との「三者協定」を締結してい

ます。幌延の深地層研究は 1998 年「全体の研究期間は 20 年程度」というのを前提にスタ

ートしました。日本原子力研究開発機構も毎年の説明会で「20 年程度」と約束してきたに

もかかわらず、2019 年 8 月「研究延長」を道と幌延町に申し入れ、鈴木北海道知事が容認。

少なくとも 2028 年度まで継続されることとなりました。道民との約束を反故にする「研究

延長」は断じて容認できるものではありません。今後も早期研究の終了と埋め戻し実現に向

け取り組んでいきたいと思います。 

 

③ 高レベル放射性廃棄物の誘致問題について 

 原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のゴミ」の最終処分

場の選定に向けて、第１段階にあたる「文献調査」が 2020 年 11 月 17 日に実施主体の原子

力発電環境整備機構(ＮＵＭＯ)により、北海道の寿都町・神恵内村、両町村でスタートして

から終了の目安となる 2 年となりました。 

今後は、ＮＵＭＯが文献調査の報告書を公表し、地元住民などから意見を集めたうえで、

次の概要調査を行う申請を経済産業大臣に行います。北海道の鈴木知事はこれまで一貫し

て概要調査に反対しています。今後は、次のステップである「概要調査」に進ませない取り

組みが重要となっています。 

 

④ おわりに 

2018 年９月６日に発生した北海道胆振東部地震では、北海道全域におよぶ大規模停電「ブ

ラックアウト」を経験し、「一極集中型」のエネルギーシステムが指摘されるとともに原発

依存からの脱却が急務となっています。さらに、寿都町と神恵内村では高レベル放射性廃棄

物の最終処分場選定に向けた｢文献調査｣が行われ、処分地や処分方法以前に、核のゴミの発

生源である原子力政策を変えていかなければなりません。北海道本部は組合員数８８名で

地方に点在しているということからも、国労単体で物事を進めることは困難な状況ですが、

北海道平和運動フォーラムをはじめとした関係団体と共に平和と民主主義を守る闘いを進

めていきたいと考えております。 

以上、北海道本部からの報告といたします。 



第１０回国労フクシマ交流・視察学習会 

国労盛岡地方本部 

 

青森県における、原発・核燃施設の現状報告 

 

■はじめに 

青森県東通村には、東北電力１号機原発（これは現在も東日本大震災以降か

ら稼働していません）の他に、東北電力２号機の建設予定と東京電力が原発２

基の建設を計画していますが着工時期は未定となっています。 

青森県大間町に建設中の日本初フルＭＯＸ燃料を使用する大間原発は、２０

１４年の申請から新規制基準での適合審査が行われていて工事再開が延期とな

っていましたが、電源開発は２０２２年後半に工事を再開し、２０２８年度運

転開始予定としていました。しかし、フルＭＯＸ原発の安全審査は通常原発に

比べより慎重に行うべきものとして長期化し、工事再開はさらに２年先送りと

なり運転開始予定も２０３０年度予定へと延長され、大間原発の完工そのもの

が不透明な状況となっています。 

また、核燃関連施設は六ヶ所村に再処理工場・高レベル放射性廃棄物貯蔵管

理センター・低レベル放射性廃棄物埋設センター・ウラン濃縮工場・ＭＯＸ燃

料工場の５施設と核融合研究所などがあり、むつ市には使用済み核燃料中間貯

蔵施設があります。 

この様に、青森県下北半島の４自治体に集中して立地されており、本州最北

端の地がまさに「核燃銀座」にされています。２０１１年３月１１日の東日本

大震災、そして東京電力福島第１原発の事故発生以来、工事が中断していた青

森県内の核燃関連施設は、２０２０年７月に六ヶ所再処理工場、９月にむつ市

の使用済み核燃料中間貯蔵施設、１０月にはＭＯＸ燃料加工工場の３施設が原

子力規制委員会の新規制基準における「安全審査」に事実上合格したことを受

け、工事完工に向け再び動き出す状況となっています。 

 

■六ヶ所再処理工場 

新規制基準での「安全審査」合格から２年、日本原燃は完工目標を２０２２

年度上期（９月末まで）としていましたが、７月末の段階で２６回目の延期と

なることが決定、今後の設工認調査の進捗も見通せないため新たな工程を決め

られない状況にあります。 

安全対策工事などの詳細設計に当たる「設計・工事計画の認可（設工認）」で、

原発数基分に相当する数の設備・機器がある再処理工場は、その認可対象が４

万点にも及び、申請すべき設備の明確化の作業が追い付かないなど、原燃側の



対応をめぐる不手際などで工事、検査、確認の一連の手続きを終える事はもは

や不可能となっています。 

規制庁幹部からは、「危機感や責任感が感じられない。品質管理システムの観

点からも問題がある」と原燃の管理体制を疑問視する声が出ており、７月２日

には高レベル放射性廃液の冷却機能が８時間にわたり停止するトラブルを起こ

しています。 

もし再処理工場の本格稼働が始まると様々な放射能レベル廃棄物が発生しま

す。高レベル放射性廃液をガラスと混ぜて固めたガラス固化体（高レベル廃棄

物）とそれ以外に分類される低レベル廃棄物があります。低レベル廃棄物は、

溶けずに残る燃料集合体の部材や廃液などで、放射能レベルに応じて浅い地中

や、地下７０メートル以上深く埋めて処分。高レベルはガラス固化体と同様に

地下３００メートル以上の地層に処分と決まっていますが、誰がどこに処分す

るのか、処分主体や処分地については、一昨年北海道の２町村が「文献調査」

を受け入れただけで殆んど決まっていません。ガラス固化体は、年間８００ト

ンの燃料を処理するフル操業では約千本が作り出されるとされています。これ

は放射能レベルが高いため３０年～５０年間は冷却しなければならず、仮に最

終処分先があったとしても一時的な保管がどうしても必要となります。再処理

する使用済み燃料は全国の原発から運び込まれ、放射性物質の大気・海洋放出、

高・低レベル廃棄物を生み出し続ける事になります。返還されたガラス固化体

とは異なり、六ヶ所由来の固化体は現時点では貯蔵期限は決められていません。 

さらに、日本原燃は昨年１１月、低レベル放射性廃棄物埋設センターで３号

埋設施設の本格工事を開始して２０２３年度の受け入れを見込んでいます。 

再処理工場で発生する廃棄物処理問題を先送りし、処分の道筋がつく前に再処

理工場を絶対に操業させてはなりません。 

 

■使用済み核燃料中間貯蔵施設（ＲＦＳ） 

むつ市に立地の中間貯蔵施設は、２０２０年９月に規制委員会の事実上承認

から１１月には安全審査合格を受け、２０２１年度内の事業開始を目標として

きましたが、追加工事や使用前検査など一連の手続きが進まず、昨年には事業

開始見込みを２０２３年度に延期すると発表しています。 

２００５年に青森県とむつ市、東京電力・日本原子力発電は「使用済み燃料

は貯蔵期間（最長５０年）の終了までは貯蔵施設から搬出する」との協定を締

結はしているものの、２０２０年１２月、地元を無視して２社以外の電力会社

含む共同利用の構想が電気事業連合会から出されるなど、中間貯蔵とは名ばか

りで最終貯蔵にされるのではと危惧されます。 

 



■ＭＯＸ燃料加工工場 

２０１２年４月に工事再開以降、２０２０年１０月にようやく国内初となる

商業用ＭＯＸ燃料加工工場が新規制基準での審査に合格、次のステップに進ん

でいるものの建屋の建設工事には３年以上かかる見通しです。 

六ヶ所村には、イギリス・フランスから返還されたガラス固化体（高レベル

廃棄物）が日本原燃の廃棄物貯蔵管理センターに１，８３０本、再処理工場の

試運転で生じた固化体３４６本が工場内に一時保管されています。１９９５年

に始まった一時保管は、協定では「３０年～５０年間」とされていますが、最

初の搬入から既に２７年が経過し残された期間は、あと３年～２３年となって

います。 

２０２０年１１月、北海道の寿都町と神恵内村の２町村で最終処分地選定に

向けた第１段階となる「文献調査」が行われましたが、最終段階の「精密調査」

までは順調に行って２０年かかるとされ、このままでは六ヶ所村の廃棄物は行

き場が無く留め置かれることがとても危惧されます。 

２０２０年８月、「青森県を高レベル廃棄物の最終処分地としない条例」制定

を求める県民の会を、労働組合や原発、核燃に反対する多くの市民団体で結成

し「条例制定を求める請願署名」行動を、県内１０万筆以上を目標に２年間取

り組んできましたが、コロナ禍の中、予定した講演会や学習会が中止を余儀な

くされたり、街頭や対面での署名集めが思うように取り組めませんでした。８

月末で集約した県内外からの４万２４２７筆の署名を、９月２１日青森県知事

と県議会に請願書と共に提出してきました。 

しかし残念ながら「最終処分地拒否条例の請願」は１０月１１日定例本会議

で最大会派の自民党が反対し不採択とされました。署名は最終的に９月末で４

万２６８３筆の集約となりました。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大間町での「やめるべ

大間原発・さよなら原発！青森・北海道合同集会」は開催することができませ

んでしたが、今年は参加者全体で１００名とし規模を縮小しながらも１１月６

日に３年ぶりに開催することが出来ました。 

 

■結びに 

岸田首相は「脱炭素政策」を口実に、福島第１原発事故の教訓を形骸化させ、

停止中の原発の再稼働や運転期間の延長、揚句には次世代原子炉建設計画を表

明しています。 

一度事故を起こしたら人の手に負えない原発はもう要らない、福島の事故を

経験しその危険性が誰の目にも明らかに成った筈です。 

原発は老朽化を迎え廃炉にするにしても、その費用と期間がどれ位掛るか正



確に試算もできない、作業に従事する労働者の被爆の問題や環境への影響、放

射性廃棄物の処理・処分場・管理技術の問題など、まだまだ多くの課題が山積

しています。 

こうした負の遺産を次世代に残すような政策を即刻辞める決断と人や環境に

優しい再生可能エネルギー政策に早急に転換するよう強く国に求めて行きまし

ょう。 

 

以上 



地方における原発の再稼働をめぐる現状や運動の課題等について 

2022年１１月１４日 

国労秋田地方本部 

 

環境省の環境モニタリングデータによると、東京電力福島第一原子力発電所から

約２７０㎞はなれている秋田県秋田市にて、２０１１年３月に発生した原発事故で飛散

した放射性物質であるセシウムとヨウ素の事故直後からの１か月分降下量は、放射

性セシウム１㎢当たり、３月は約８０メガベクレル、４月は約２６０メガベクレル、放射性

ヨウ素１㎢当たり、３月は約９０メガベクレル、４月は約３０メガベクレルが観測され、そ

れぞれ５月には降下量が激減しています。東北では青森、宮城、福島に原発がある

が、一度放射能漏れ等の事故が発生すれば、秋田県には原発の施設は無いとは言

え、その影響を受ける事態が起こることを、このデータは物語っています。 

福島第一原発事故発生から１０年以上が経過しましたが、事故発生当時の衝撃は

今尚、忘れられません。そして、今現在でも原発事故の終息先が見えない状況です。

いまだに事故の影響を受け続けている方々がおられる事を忘れてはならないと思い

ます。その人々の苦悩に寄り添い活動ができるのが労働組合であり、非原発、脱原

発のために、あらゆる組織・団体と共闘する事が重要ではないかと思います。 

原子力の平和利用を謳いながらも一度、紛争が起これば危険性を顧みず、それ

を盾に取り紛争の手段としてしまう事を、ウクライナ紛争は物語っています。原発の

先にあるのが核兵器ならば、唯一の被爆国日本が原発と人類は共存できない事を

全世界に発信し、核廃絶に向けた行動提起をするべきだと考えます。自民党政権や

原発容認団体に、原子力、核との共存はできない事を認めさせる運動も、労働組合

の使命ではないかと思います。 

秋田地本管内では、弘前地区の組合員が、青森県にある核燃料施設への抗議活

動に参加したり、秋田市内で毎週末取り組まれている、脱原発デモに自主的に参加

している組合員もいます。地域共闘との交流会などでは、脱原発についても話あわ

れます。 

秋田県の自然環境を利用した、再生可能エネルギー施設の普及が現在急速に進

められています。洋上風力発電、太陽光発電の施設がここ２年の内にかなりの数が

建設されており、数が増えるのに合わせそれに関する問題も取り沙汰されています。

風車が回転することによる、風車の不快な風切り音や低周波の発生によるとされる

テレビ等の受信障害、それと何よりも景観が損なわれると言った報告がされていま

す。 

東日本大震災による原発事故がメディアに登場する機会の減少と共に、当事者以

外の国民は時間の経過と共に、過去の事象となっているようにも感じとれます。労働



組合関係者であれば日常的に原発の情報等に触れる機会もあり、原発の現状や危

険性を肌で感じ取れるかと思われますが、身近に原発や関連施設等がなければ、

「関心事」とは程遠い気がします。 

事故が発生してからでは取り返しが付かないことも事実です。国労はこれまで反

原発、脱原発をスローガンに掲げ運動を提起してきました。原発も含め、国労が取り

組む様々な問題解決のためには、一般市民を巻き込んだ運動の展開が重要だと思

いますし、運動の中心的な役割を担い情報の発信源となる事が国労に求められて

いるのではないでしょうか。 

各地方の現状とタイアップさせた運動の継続がこれからも重要であると考えます。 

 

以上報告致します。 

 



新潟県における原発を巡る状況について 

国労新潟地方本部 

書記長 福冨雅彦 

 

新潟県には柏崎刈羽原子力発電所があります。計 7 基の発電量は世界最大規

模といわれています。現在そのすべての原発は停止していますが、原発を再稼働

させる動きが強まっています。原子力規制委員会の「お墨付き」が出た今、東京

電力は地元自治体（柏崎市・刈羽村）と新潟県が GO を出せばいつでも再稼働

するつもりです。新潟県は独自の「3 つの検証」を進めています。この 3 つの検

証が終われば再稼働の議論を始めるとしています。３つの検証とは「福島第一原

発事故の原因を検査」「新潟県原子力発電所事故による健康と生活への影響に関

する検証」「新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証」です。現在も取り組

みを行っていますが、最後の避難方法に関してはいざ事が起こった場合に果た

してその通り行くのか甚だ疑問が残るところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県の東海第二原発では立地する東海村だけでなく３０キロ圏内にある周

辺５市町村と日本原電が「同意権」を結び５市町村が同意しなければ原発を再稼

働できない仕組みができています。新潟柏崎刈羽原発でも周辺３０キロ圏内の

市町村の同意がないと再稼働できない仕組みを作ろうと、原発再稼働反対の団

体などでシンポジウムを開き、また関係市町村の議会で国に「同意権」を与える

請願に向けて署名行動を行っています。これができれば原発再稼働を何とか食

い止める足掛かりになります。これとは別に県都新潟市において原発再稼働を

阻止するために宣伝行動を月１回ペースで行っています。国労はこれに積極的

に取り組んでいます。 

 

柏崎・刈羽原発ではテロ対策の不備、他人のＩＤカード出侵入できる事など相

次ぐ不祥事が露見している。これに対して原子力規制委員会の更田豊志委員長



は 29 日の記者会見で、東京電力が柏崎刈羽原発（新潟県）のテロ対策不備の原

因分析と改善策をまとめた報告書について「具体性が読み取れず、これで本当に

改善できるのか分からない」と述べ、東電の姿勢を批判した。 

 柏崎刈羽原発では 2015 年ごろから、侵入検知装置が多数故障し、監視カメラ

などによる代わりの対応も不十分な状況が常態化。東電は 22日公表の報告書で、

テロの脅威について現場担当者の理解が足りず、発電所長や本社側も実態を把

握していなかったなどの問題点を挙げた。 

 更田委員長は「世界最大級の原発でテロ対策が重視されてしかるべきなのに、

どうして軽視されたのか。他の発電所に比べ、経営層の関与や意識が低すぎた」

と話した。 

 この日の規制委の定例会合でも東電の報告書に批判が相次いだ。田中知委員

は「表面的で踏み込んだ検証がされていない」、山中伸介委員も「第三者委員会

の検証内容が十分に反映されていない」と指摘した。 

 規制委は報告書が妥当かを確かめるため、東電の追加検査に 1年前後かける。

「自律的な改善が見込める状態」と判断するまで、4 月に出した事実上の運転禁

止命令を解除しない。 

 柏崎刈羽は 1～7 号機があり、総出力は 820 万キロワットと世界最大規模の原

発。6、7 号機は再稼働に必要な新規制基準に適合している。（小野沢健太） 

【新潟】「柏崎刈羽原発の透明性を確保する地域の会」は 10 日、県や東京電力

などのトップが参加する年 1 回の情報共有会議を柏崎市で開いた。東電の小早

川智明社長は「一連の不適切事案で地域の皆様、新潟県の皆様に大変なご不信を

抱かせてしまいました。誠に申し訳ありません」と陳謝した。 



 東電が 9月 22日にテロ対策不備に関する報告書を原子力規制委員会に提出し

た後、小早川社長が一般の県民の前で問題に言及したのは、この日が初めて委員

からは「報告書からは問題の根深さを感じた」「原発立地地域に住む者としてシ

ョック。疑問と不信感を抱かざるを得ない」などの発言が相次いだ。これに対し、

小早川社長は「自らが先頭に立って改革を進めていく」との姿勢を強調。再稼働

に関して「時期について申し上げられる段階ではない」と述べた。 

 また、柏崎市の桜井雅浩市長は 2019 年に小早川社長から「6・7 号機が再稼働

した後、5 年以内に、1～5 号機のうち 1 基以上について、廃炉も想定したステ

ップを踏む」との考えが示されていることについて言及。「東京電力の失態で再

稼働の時期が見えなくなった実態を考えれば、廃炉計画を提出していただく時

期や提出の仕方も、考え直さなければならないと思う。より明確な形で廃炉計画

を出していただかなければならない」と述べた。 

 花角英世知事は、東電福島第一原発事故の「三つの検証」を取りまとめる検証

総括委員会が開催されないことへの質問に対し、「池内了委員長と共通認識を持

てていない」と回答。池内委員長が柏崎刈羽原発の安全性や、福島事故での東電

の補償、処理水の問題などを議論する意向を示しているとして「県が求めていな

いことも取り扱いたいとおっしゃっていて困惑している。池内委員長からは、考

える時間がほしい、と引き取ってもらっている。できるだけ早く共通認識を持っ

た上で開きたい」と述べた。 
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2022 年 11 月 

第 10回国労フクシマ交流・視察学習会 

北陸地方本部報告 

  

Ⅰ．北陸地方本部管内の原発状況について 

（1）4 企業 17 基の原子炉 

石川県に北陸電力の志賀原発 2 基、

福井県に日本原子力発電の敦賀原発 2

基、日本原子力研究開発機構のもんじ

ゅ・ふげん各１基、関西電力の美浜・大

飯・高浜原発に 11 基あります。 

 

※別紙「北陸地方本部管内の原発状況」

も参照してください。 

 

 

 

（2）40 年を超える原発の再稼働が常態化の恐れ 

【原則 40 年、一回に限り最長 20 年の延長】 

福島第一原発事故後の 2012 年６

月に「核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律」が改正

され、2013 年７月に同改正法が施

行されました。  

 

 

他に国内では高浜 1､2 号機、東海第二など

40 年を超える 3 機が原子力規制委員会から運転

を認められており、今後「例外」のはずの老朽

原発稼働が常態化する恐れがあります。 

  

 年数 現況 

美浜 3 号機 46 運転中 

高浜 1 号機 48 停止中 

高浜 2 号機 47 停止中 

東海第二 44 停止中 

志賀 

大飯 

敦賀 

美浜 

高浜 

ふげん 

もんじゅ 

40年
最長

20年

最長

60年

運転期間延長認可の制度 
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Ⅱ．志賀原子力発電所について 

（1）志賀原発運転差止め請求訴訟 

「志賀原発を廃炉に！訴訟」原告団は、2012 年 6 月に金沢地方裁判所に

「北陸電力による耐震設計・直下地震の想定や活断層の評価が過小評価であ

り、想定を超えた地震動による事故が起こる」とし、志賀原子力発電所 1 号機

及び 2 号機の運転差し止めを求め提訴した 

10 月 24 日、志賀原発運転差止め訴訟の第 38 回口頭弁論が金沢地裁で行わ

れました。原告意見陳述を行ったのは石川教育総研共同代表の半沢英一さん

で、「今後一番危険なのは、地球上有数の地震地帯に老朽原発が林立する日本

ではないか」と指摘しました。前回までの口頭弁論で裁判長は「規制委員会の

判断を待つ」という審理方針を表明しており、そのことに対し裁判所に「形式

的な作文ではなく、現実に即し歴史の批判に耐えうる判決」を求めました。 

被告の北陸電力は、10 月 13～14 日に行なわれた原子力規制委員会による２

回目の施設内・周辺の断層調査について報告し、北陸電力の説明に対して「大

きな異論は出なかった」など一部のコメントを引用しながら、今後審査会合で

議論される予定だと説明しました。 

 

（2）志賀原子力発電所の問題点（北陸電力） 

経産省原子力安全・保安院の調査で１号機の真下を通るＳ－１断層は「地盤

をずらす可能性がある断層（活断層）」との最終判断となりました。１号機と

２号機のタービン建屋直下を走るＳ－２、Ｓ－６

断層については「ずれが地表に及んでいないもの

の、１２万～１３万年前以降に活動した可能性が

ある」としています。 

北陸電力の志賀原発 2 号機の再稼働をめぐり、

原子力規制委員会の現地調査が 11 月 19、20 日に

行われました。国の新しい基準では、活断層の上

に原発の重要施設を置くことを禁じているため、

2 号機は廃炉の可能性も指摘されていました。し

かし、去年 7 月、北陸電力が「活断層ではない」

とする新たなデータを提出し、今回の現地調査に

至りました。 

また「福浦断層」は原発の敷地外にありますが、活動した場合にどの程度影

響を与えるのか問題視されてきました。北陸電力はこれまでの調査で「福浦断

層」を活断層と評価していますが、「敷地内の断層（S-4）と連動して動くこと

はない」との見解を示しています。敷地内の断層は活動性があるのかないの

か。この最大の焦点を含め現地調査を踏まえた見解は、今後の審査会合の場で

議論し示されます。 

2

号
機 

S-4

断
層 

S-1

断
層 



北陸地方本部管内の原発状況（2022年 11月）       国労北陸地方本部 

電力会社 名   称  原子炉形式 営業運転開始日（年数） 現    況 

北陸電力 志賀原子力発電所 

1 号機 沸騰水型軽水炉 1993年 7月 30日（29） 停止中（定期検査中） 

2 号機 改良型沸騰水型軽水炉 2006年 3月 15日（18） 
停止中（定期検査中） 

新規制基準適合性に係る審査中 

日本原子力発電 敦賀発電所 

1 号機 沸騰水型軽水炉 1970年 3月 14日（52） 廃炉措置中 

2 号機 加圧水型軽水炉 1987年 7月 25日（35） 
停止中（定期検査中） 

新規制基準適合性に係る審査中 

関西電力 

美浜発電所 

1 号機 加圧水型軽水炉 1970年 11月 28日（52） 廃炉措置中 

2 号機 加圧水型軽水炉 1972年 7月 25日（50） 廃炉措置中 

3 号機 加圧水型軽水炉 1976年 3月 15日（46） 
運転中 

新規制基準に基づく設置変更許可済 

大飯発電所 

1 号機 加圧水型軽水炉 1979年 3月 27日（43） 廃炉措置中 

2 号機 加圧水型軽水炉 1979年 12月 5日（43） 廃炉措置中 

3 号機 加圧水型軽水炉 1991年 12月 18日（31） 
停止中（定期検査中） 

新規制基準に基づく設置変更許可済 

4 号機 加圧水型軽水炉 1993年 2月 2日（29） 
運転中 

新規制基準に基づく設置変更許可済 

高浜発電所 

1 号機 加圧水型軽水炉 1974年 11月 14日（48） 
停止中（定期検査中） 

新規制基準に基づく設置変更許可済 

2 号機 加圧水型軽水炉 1975年 11月 14日（47） 
停止中（定期検査中） 

新規制基準に基づく設置変更許可済 

3 号機 加圧水型軽水炉 1985年 1月 17日（37） 
運転中 

新規制基準に基づく設置変更許可済 

4 号機 加圧水型軽水炉 1985年 6月 5日（37） 
起動中（定期検査中） 

新規制基準に基づく設置変更許可済 

日本原子力研究

開発機構 

ふげん 1 基 新型転換炉 1978年 3月 20日（44） 廃炉措置中 

もんじゅ 1 基 高速増殖炉 1991年 5月 18日（31） 廃炉措置中 
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静岡県浜岡原発の現在 

               

         

 

 

中部電力浜岡原子力発電所について 

静岡県御前崎市佐倉（旧小笠郡浜岡町）に総面積１６０万㎡（東西 1.5km南北１㎞） 

遠州灘に面した場所に１号機から５号機の５つの発電施設があります。 

原子炉形式：沸騰水型 電気出力合計 361.7万ｋＷ 

    政府要請による浜岡原発全炉停止(2011年５月 14日) 

 
再稼働に向けた中電の動き 

  ３号機(2014年２月)４号機(2015年５月) 原子力規制委員会へ新規制基準適合審査申請 

  福島第一原発と同じ沸騰水型同型機 審査が遅れているとの報道 

  沸騰水型・加圧水型について 

地震・津波対策 3,000億円かけて海抜 22ⅿ、総延長 1.6kの防波壁の設置、さらに追加 1,000億円

をかけた安全対策工事を行った。 

防波壁などの津波や地震対策が有効かどうか審査される 

活断層・基準地震動・津波高など追加審査   

    ＊ 浜岡原子力総合事務所設置 浜岡原子力発電所（770人）浜岡地域事務所（80人） 

    ＊地元対策「浜岡は安全」大規模な PR活動 

2017年 9月から安全協定を結んでいる地元４市戸別訪問 

＊TVCM 広告 

＊31キロ圏内の住民対象に頻繁に説明会、見学会を実施、 

2017度は 26,000人が参加(裁判関係者は拒否) 

   〇各種講演会  

中部原子力講演会 「エネルギーの明日を考える」エネルギーミックス 

 

 

(参考：社長の発言から) 

・勝野哲社長発言（静岡新聞 2018年 1月 4日付） 

      ３・４号機合格後に５号機の審査申請を検討する（政府要請による運転停止時、復水器の配管に

海水流入した、腐敗が想定されるお払い箱のもの。事故機に大金投入計画を表明） 

2008年発表のリプレース計画（１・２号機廃炉発表時に提起した６号機新設計画、使用済み核燃料

乾式貯蔵計画等）は諦めていない。  

「原発推進に変更はない」と電気事業連合会(電事連)会長として発言 

 

 

号機 電気出力 着工 運転開始 

1号機 
 

1971年 3月 1日 1976年 3月 17日（運転終了：2009年 1月 30日） 

現在、廃止措置(廃炉)作業中 2036年完了予定 

2号機 
 

1974年 3月 5日 1978年 11月 29日（運転終了：2009年 1月 30日） 

現在、廃止措置(廃炉)作業中 2036年完了予定 

3号機 110万 kW 1982年 11月 18日 1987年 8月 28日 

4号機 113.7万 kW 1989年 2月 22日 1993年 9月 3日 

5号機 138万 kW 1999年 3月 19日 2005年 1月 18日 
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・勝野哲社長発言（静岡新聞 2020年 1月５日付） 

新規制基準適合審査の進ちょく状況は正念場、規制委から出されている課題（基準地震動・基準

津波）にしっかり対応したい。 

・林 欣吾社長（2020年 6月 26日 中部電力株主総会） 

浜岡原発の再稼働を進める方針をあらためて説明「燃料費が小さく、安定的に運転できる原発は

必要不可欠だ」と強調。 

・林 欣吾社長（社内報 2021年１月号新年の決意より） 

先ずは浜岡原発の再稼働が欠かせません。本年は、停止 10年の節目、再稼働に向かい。全てにお

いてギアチェンジし、基準地震動の確定および安全性向上対策を着実に進めると共に、地域社会か

ら理解と信頼を頂く為の取り組みを全力で進める決意をしめした。 

 

 １・２号機の廃炉作業について 

１・２号機は 2009年 1月運転終了、廃炉（廃止措置）進行中 

廃炉(停止措置)とは原発の全てを壊して更地にすること。解体撤去すること。 

    １号機 1976年営業開始、配管破断事故（2001年 11月） 

２号機 定期点検停止（2004年２月） 

    中部電力～耐震基準が厳しくなる中で、老朽化し、事故で止まったままの原発の再稼働を諦めた。 

その一方で、６号機の新説を表明した。（出力 140万Ｗ級） 

 

 （ 廃止措置計画スケジュール ） 

   2009年～2014年 第一段階（解体工事準備期間）汚染状況調査・除染等 

   2015年～2022年 第二段階（原子炉領域周辺設備解体撤去期間） 周辺設備の解体 

   2023年～2029年 第三段階（原子炉領域解体撤去期間） 原子炉領域の解体 

   2030年～2036年 第四段階（建屋等解体撤去期間） 建屋等の解体 

（懸念される問題点） 

      ８月 30日、排気塔解体工事始まり、廃炉作業が住民に見えるようになった。 

100メートルと高く、町内何処からも見える浜岡原発のシンボル的な存在（35回に分け切断、大型ク

レーンで降ろされる）９月 17日、市議会・マスコミ等に公開された。来年２月までに終了予定。 

排気筒からは原子炉運転中、ウラン燃料から発生する核分裂生成物(放射性希ガス・放射性ヨウ素な

ど)が放出される。飛散防止対策は大丈夫なのか。環境に影響があるのでは住民の不安。排気筒だけで

なくほとんどの廃棄物（ 93% ） 

放射性廃棄物ではなく、ほとんどが産業廃棄物として処理され、低レベル放射性廃棄物は２％ 

地下に埋めるなどの処分、埋設地は決まっていない為、発電所内に保管が続くこともありえる。 

（最終処分場化になる可能性も） 

     

2023年に始まる原子炉解体・商業炉としては国内初 廃炉工程は長い。商業炉としては国内初で放

射性物質の拡散防止対策は大丈夫なのか、住民への説明不足もあり、不安は尽きない状況です。 

廃炉作業工程は約 30年で終了すると中電は説明しているのですが、廃炉先進国であるイギリス

では放射能の低減を待ち、100年停止して廃炉に移る、住民や労働者の被ばくリスクの少ない方式

をとっています。なぜ廃炉を急ぐのか、廃炉終了後の原発新設計画も浮上いています。多くの我

が国の原発が「廃炉時代」を迎えています。原発の後始末問題は重要な取組みで、住民や労働者

が被曝しない安全な廃炉作業を求める運動を強化しなければならないでしょう。 

 
再稼働をめぐる状況 

 

〇県知事 再稼働に対し地元同意権限を持つ 

  川勝県知事 2017年 6月 三選 「任期中、再稼働はあり得ない」発言 

        2018年 1月 6年ぶりに浜岡原発視察  

防波壁等安全対策に評価するが使用済み核燃料保管対策が進まない限り再稼働はあり得ない 

2021年 6月 四選 選挙中「任期中の再稼働はない」 

  

〇地元・市民の動向  

市長 世論尊重・慎重な姿勢、再稼働は否定しておらず、市会議員大半容認派。 
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３市市民意識調査を実施(御前崎市除く)、再稼働反対 55％ 賛成 25％ 

民意は再稼働反対 女性、母親中心 ４割 

御前崎市 静岡新聞の調査 40％反対 賛成 30％と反対が上回った 

（原発誘致 50年、原発城下町で画期的な状況） 

旧浜岡町が中部電力と調印 2017年９月で満 50年 

          

〇県民の動向  周辺三市 牧之原市長 「浜岡原発の永久停止」市議会決議 

70％以上が「浜岡原発いらない」 

 

〇県議会    自民党絶対多数、再稼働に向けた具体的動きはなし、2人の自民党議員は原  発反対の

動き。だがあまり当てにはならない。 

31キロ圏（UPZ）11市町 84万人が居住  

５キロ圏（PAZ）御前崎市全域・牧之原市一部～約 48,000      人 

          浜岡原発所在地の御前崎市を除き再稼働反対の意向が強い。 

県内首長 牧之原市、湖西市、伊豆の国市、吉田町の 4首長は、自民党出身者もいる中、

原発絶対反対で固まっている。 

IAEAの国際基準・原子力災害対策重点区域 

※PAZ（予防的防護措置を準備する区域）・UPZ（緊急防護措置を準備する区域） 

 

〇反対運動   主義主張、様々な枠を超え、県内の 41団体が、「浜岡原発再稼働を許さない県民ネットワ

ーク(県ネット)」を 2014年 5月結成 

2021年８月現在 65団体が結集 行政（立地市・静岡県等）への申し入れ行動中部電力 

静岡支店への抗議・申し入れ行動などを共同して取り組み 

学習会開催・交流意見交換会等の開催 

 

 

再稼働の問題点 

① 核のゴミ問題  

・日本では、最終処分場の設置場所の目途なし。 

・東日本での教訓はないのか？ 

② 過酷事故発生確率の増加。 
・拡散した放射性物質により、何百年も人が住めない土地になる 

・世代を超えて放射能の影響が人体に及ぶ 

③ 避難計画は机上の空論・安全協定の追及 
・避難計画の策定を義務付けしていながら、原子力規制委員会の審査項目に避難計画は含まれ 

ていない。 

④ 南海トラフ・東海地震がやってくる。 

・東日本と同じようなクラスが来たら、防潮堤ごときでは意味なし。 

・活断層の真上に建設されており、静岡だけでなく風向きでは首都東京に放射能が・・・ 

⑤ 原発無しで電気は足りている。 

・現在日本国内では、電力は余っている状況もあり、環境問題の観点で技術開発により省エネル

ギー化が進むそもそも、フクシマの一件があり危険でしかない物をわざわざ動かす意味は？ 

 

 



                     ２０２２年１１月２７日 

島根原発を取り巻く情勢等について 

国労米子地方本部  

倉下 文明 

１．島根原発の現状 

島根県県庁所在地である松江市中心部から１０㎞ 

（１）１号機（４６万ｋｗ） 

   １９７６年に運転開始、２０１５年に廃炉が決定し、廃炉作業中。 

   事故を起こした福島第一原発のＧＥ社と同型 

 

（２）２号機（８２万ｋｗ） 

   １９８９年に運転開始、今年で３３年目、あと７年で原発の寿命がくる。            

   福島原発事故後の２０１２年１月の定期検査から停止。 

   中国電力は２０１３年１２月に再稼働適合申請を行い、２０２１年９月

１５日、原子力規制員会が「新規基準適合審査申請」の合格、この間、補

正書の提出を求められてのやり取りが続き、８年１０ヶ月に１８４回の

審査があった。また、本年１０月２８日には、再稼働の前提となる安全対

策工事の完了時期を２０２２年度内から２３年度内に変更すると発表、

安全帯対策工事費は、従来から８００億円増え、約６８００億円。延期の

発表は、昨年１０月以来で１０回目となる。 

   事故を起こした福島第一原発と同じ「沸騰水型」で、これまで再稼働した

例はない。 

 

（３）３号機（１３７．３万ｋｍ） 

   建設進捗率９３％、運転開始を待つ段階であったが、福島原発事故で核燃

料も装荷されずに運転を待つ状態。２号機の再稼働が優先されていた。 

   ２０１８年８月に運転申請を提出。規制委員会は２号機の審査を優先す

るという事で、現在、規制委員会の審査は凍結されている。 

   ２０２２年９月２９日、４年ぶりに審査再開、今後の審査の行方に注目。 

   安全対策工事について、２号機の延期に伴い２３年度上期から２４年度

上期に変更した。 

 

２．島根原発再稼働の問題 

（１）地震 

   島根原発から南約２ｋｍの距離に「宍道断層」がある。建設当初、中国電



力は「宍道断層」が存在しないことを前提に１・２号機を建設、１９９８

年の調査で発見されて以来、次々に延伸され０・８・１０・２２・２５、

そして３９ｋｍになった。基準値振動は８２０ガルで行う事を規制委員

会は了承したが、最近の地震では、２０１６年鳥取県中部地震Ｍ６．６で

１４９４ガル、２０００年鳥取県西部地震Ｍ７．３で１１４２ガルである。 

   島根原発でも１０００ガルを超える評価を加味する必要がある。 

    

（２）事故避難 

   島根原発３０ｋｍ圏内の住民は約４６万人、原発事故が起これば逃げよ

うがなく、隣の広島県（１７万人）・岡山県（１０万人）に避難する協定

が結ばれている。毎年１０月の防災訓練では、バス２台を使用し広島・岡

山に行くが、受け入れ自治体に避難マニュアルが未整備であるなど、受け

入れ体制が十分ではない。また、また、県境の中国山地を超える道路は４・

５本しかなく、交通渋滞が起こるのは必至である。さらに、コロナ禍で避

難所の広さが従来の一人２ｍ²では、感染対策になっていない。 

 

（３）中国電力の運転技術・管理能力の欠如 

   〇２００６年、「土用ダム」えん堤の変形データの改ざん・隠蔽(現職会社

幹部もかかわる) 

   〇２０１０年、５１１件の「点検漏れ」放置が判明、中には、運転開始以

来点検をしていない機器もある。 

   〇２０１０年以降、島根原発構内で発生した不祥事は６件、火災もあり安

全管理と技術的能力を満たしていない。 

   〇２０１５年４月、原子力規制委員会から借りていたテロ対策関連の機

密文書をシュレッダーで裁断・廃棄、報告もしない。中国電力が伝えたの

が６年以上経過した２０２１年６月であった。 

 

（４）中国電力の赤字・負債増加 

   赤字額 １３９０億円 

   建設仮勘定（２０２２年株主総会で公表） 

    連結決算での総額（２０２１年度） 

   島根原発関係 約８８００億円（安全対策費で約６８００億円） 

   上関原発関係 ６７０億円 

   三隅火力発電  １７００億円 

 

３．島根原発２号機再稼働に向けた動き 



（１）適合性検査合格後、地元自治体の了承が得られれば再稼働となる。 

   ①原子力規制委員会適合性検査合格  ２０２１年９月１５日 

   ②工事認可の許可 ２０２３年秋の予定 

   ③立地自治体の了承  松江市・島根県 

 

（２）中国電力による地元説明会 

適合性検査合格後、原発３０キロ圏内の自治体で中国電力・自治体主催で

説明会（松江市・安来市・雲南市・出雲市・境港市・米子市） 

   ＊住民の声を聴くより、一方的な説明との参加者の感想 

 

（３）自治体主催の住民説明会 

   島根県と各市町（松江市・安来市・出雲市・雲南市・米子市・境港市）共

催の住民説明会、合計７回で４０８人が参加、聞いただけという内実の説

明会 

 

（４）「島根原発再稼働の是非を問う住民投票条例」の制定運動 

   島根原発３０キロ圏内６自治体の内、４自治体で取り組まれたが、結果は

いずれも不採択 

   〇米子市   

１３．８４２名（有権者の１１．３％ 直接請求に必要な数の５．７倍） 

国労米子連合分会が実行委員に参加  

 住民投票の理念 

 ①原発推進・原発反対ではなく、中立の立場で議論。 

 ②他人任せにしない。米子市民自治基本条例２９条「市政の特に重要な

事について、事案ごとに市民投票を実施することが出来る」とある。

市民の相違を明らかにするべき。 

  ③「住民投票は民主主義のバージョンアップに質する」街づくりに関わ

ろうとする住民意識を高める。さらに市民の総意が明らかになること

で、市長や議員が議論する際の重要な判断材料になる。「住民投票は

間接民主主義を補完する」 

 ＊実行団体の立ち上げから住民投票の実施まで約２年、実行委員に名を

連ねて取り組んだ。労働組合の参加は、国労のほか、西労・日教組等、

数えるほどしかない。労働組合が原発問題など、社会的課題に係る意

義が問われた。 

   〇境港市  

３．２３３名（直接請求に必要な５．７倍） 



   〇松江市  

１１．００６名（有権者の６．６％ 直接請求に必要な数の３．３倍 

   〇出雲市  

９，２８８名（有権者の６．６３％ 直接請求に必要な数の３．３倍） 

 

（５）再稼働容認を表明 

住民投票条例の制定を求める請願不採択後、３０キロ圏内６市（松江市・

安来市・出雲市・雲南市・米子市・境港市）の市長がいずれも再稼働容認

を表明 

〇鳥取県知事が再稼働容認 

＊島根原発安全協定について、周辺自治体に立地自治体並みの協定の締結

を求めていた。事前了解権は認められないが、運転停止を求める「措置了

解権」など、４項目中３項目が認められたことから締結判断。 

①島根県議会 本会議で議長を除き再稼働に賛成２８名・反対５名を決議、

再稼働を進める陳情４件は可決、再稼働反対の陳情５件は否決、島根県議

会は再稼働に同意したこととなった。 

   ②丸山島根県知事は、６月２日の県議会において「苦渋ではあるが・・」

とし「再稼働の容認」を表明 

 

４．再稼働を許さない取組み 

（１）裁判闘争 

  ①島根原発１．２号機運転差し止め訴訟（１９９９年４月８日提訴） 

   ２０１０年５月３１日 地裁請求却下 現在、高裁で控訴審中 

  ②島根原発３号機の運転を止めさせる訴訟 

   現在、地裁で審議中 

 

（２）株主議案の提案 

  〇重大事故発生の際の被曝リスクについて、自治体と事業者及び住民全員

にリスクを説明し同意書を得る事〇運転停止から１０年経過しており

「事業評価委員会」で検討する を提案、いずれも否決。 

   

（３）反原発団体との連携 

   「さよなら島根原発ネットワーク」「平和フォーラム」など、反原発を取り

組む団体との連携・共闘を強化していく。 
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国労九州本部報告 

 
【現状】 

玄海原発には4基の原発がある。 

現在は4基全て稼働していません。 

1号機、2号機は廃炉が決定し廃炉作業が続いているので当然、動いていま

せん。1号機は、2016年から2054年まで4段階で廃炉工事が行われる。工事

完了までに39年かかる見込み。2号機は、2020年から2054年まで4段階で廃

炉工事が行われる。工事完了までに35年間を要する見込み。 

(実際には、放射線レベルの高い炉心部分などの工程が複雑で、未決定な部

分が多いので、もっと時間を要すると予測されている。) 

3号機は、2009年11月からMOX燃料(使用済みウラン燃料から取り出したプル

トニウムとウランの混合燃料)を使ったプルサーマル発電を行なっている。 

1昨年11月にMOX燃料36体のうち16体が「使用済み核燃料」として敷地内の

使用済み核燃料プールに置かれている。使用済みMOX燃料については、処

分方法も決まっていないし、再処理工場の計画も出来ていない。使用済み

MOX燃料は、通常の使用済み核燃料ウラン燃料の数百倍も危険だと言われ

る使用済みMOX燃料が、玄海原発に起き続けれれる危険性に、地元では不

安が広まっている。 

この3号機は、今年1月に定期点検に入り稼働停止しました。通常ならば3ヶ

月程度で再稼働するのですが、未だに稼働はしていません。原子力安全委

員会による再稼働の要件である「特定重大事故等対処施設」(航空機などを

使ったテロ攻撃などの備える施設)が完成していないため、本年12月もしく

は来年1月の完成を予定している。 

4号機 2021年4月15日に再稼働しましたが、本年9月から定期点検に入り、

「特定重大事故等対処施設」が完成していないため来年2月まで稼働が停止

される。 
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【課題】 

1、使用済み核燃料が玄海原発の敷地内に置き続けられるのではないかと不

安が広がっている。 

・2024年度までにリラッキング(使用済み核燃料プールの間隔を詰めて収容

量を多くする。)工事が完了して運用開始予定。 

・乾式貯蔵施設(使用済み核燃料を金属容器『キャスク』に入れ、空気の流

れで冷却する。)が2027年度までに運用開始される予定。 

・上記の2点(リラッキング、乾式貯蔵施設)の運用開始で、原発の稼働年数

が14年伸びると試算しています。(運用しなければ、使用済み核燃料プール

は3年で一杯になる。) 

→玄海原発に起き続けられる危険性が増加している。 

・青森県六ヶ所村の再処理工場は202年の上期に運用開始予定だが、これま

で運用開始が24回も延期をされてきた。(六ヶ所村の再処理工場は1993年か

ら建設されています。4年後の完成予定でしたが、28年間の間に24回も完成

予定が変更されて今に至っています。今後も完成できるかどうかは分かり

ません。) 

再処理工場が稼働しないと、廃炉で出た高レベル廃棄物も含めて核のゴミ

が何十年も玄海原発に置き続けられるのではないかと、多くの住民は不安

が大きくなています。特に使用済みMOX燃料は、50年後の使用済みウラン

燃料の発熱量レベルまで冷えるのに300年以上かかります。そして処理方法

も処分場も確立されていません。それだけ住民の危険性が増し、安心して

暮らすことが困難になってきています。 

 

2、避難計画の杜撰さ 

原子力災害避難計画は、平和団体や反原発団体の申し入れ、県や市の議会

で幾度となく取り上げられ改善は図られてきました。しかし、市民が安全

に避難できる計画には、今だに程遠いと考える。 

①避難の一時集合場所には、ハザードマップにある水没危険区域、崩落危

険区域にあるものがあった。→指摘され、幾分は改善、変更がされた。 

②広域避難所には、避難地区の住民が入れない許容量の施設が多く存在し
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た。→指摘をされて、収容人数だけは確保された。 

③駐車場の不備、トイレの確保、寝具など日常品の確保ができない避難所

も見受けられた。指摘はしているが、なかなか改善されない。 

④複合災害を想定しない避難計画となっている。最近は、豪雨災害、水害

等頻繁に発生し、複合災害を想定した避難計画でなければ実効性がない。

(複合災害の想定は、非常に難しいという行政の答弁もある。) 

⑤コロナ禍対策が十分でない。 

【複合災害想定】 

・2重の避難所の確保(複合災害の想定によって、何重ものパターンがあり難

しいという答弁) 

・2重の避難経路の確保((複合災害の想定によって、何重ものパターンがあ

り難しいという答弁) 

行政の答弁は「国や県の指示を受ける」と他人任せになっている。 

＊実効性のある避難計画は、無理がある。 

 

3、反原発・脱原発の運動の課題 

①最近の新型コロナウィルス感染症の拡大で、再稼働時や自治体同意時な

どの節目にアピール行動、集会などが開催し辛い状況がある。 

②自治体議員の質問時に傍聴体制が取りずらい。(傍聴制限もある) 

③申し入れ時も、コロナウィルス感染症を理由に対面、大人数を断られ

る。 

④九州電力で働く労働者、関連産業の労働者、家族などを含めると唐津

市、玄海町含めると佐賀県全体でも市民の大多数を占める。中々、大きな

声を上げられないという現実もある。 

 

【今後は・・・】 

1、ビラ作成、配布行動などを行う。 

2、リモートでの学習会や広範な集会を考えていく必要がある。 

3、原発周辺自治体議員へ連携、協力を求め、議会毎に議会・一般質問で疑

問等を投げかけて頂き、一般市民への原発への問題意識を深めていく。 


